
生徒用                         令和６年度 府中市立府中第五中学校 

みんなの約束 

 中学校は教科の学習だけでなく、社会に出てから必要になってくる様々な力を身に付ける『学びの場』

です。集団で生活をする場合、一人一人が勝手気ままに行動していては、集団の秩序は維持できず、自

分自身を高めることや、集団の目標も達成されません。 

 そこで、『しなければならないこと』や『してはならないこと』を定めた【きまり】が必要となりま

す。中学生としての自律的な生活態度を養い、自分自身を高め、学校生活をよりよいものとするために、

集団の中で自分の在り方を考えて行動しましょう。 

 

☆大切にしよう５本の柱 

「元気に挨拶する」    「時間にけじめをつける」 

「授業を大切にする」 

「身なりをきちんとする」 「そうじをしっかりやる」 

 

 

 １ 礼儀 「元気に挨拶する」※先生・友達・保護者・来客・地域の人たちへ誰にでも 
      “明るい気持ち” と “明るい挨拶” 
 

  ①礼儀・感謝の気持ち→＊元気よく、きちんと挨拶をする。「おはようございます」「こんにちは」 

＊校内で先生方や保護者、来校者の方とすれ違う時は、何度も必ず挨拶を

する。 

             ＊自分のために先生や友達が何かをしてくれたら、感謝の気持ちを言葉 

              で表す。「ありがとう（ございます）」 

             ＊正しい「気をつけ」の姿勢から礼をする。 

  ②職員室でのマナー →＊ノックをし、挨拶をして入退室する。 

              「失礼します」 

             ＊カバンは廊下に置き、コートは脱ぐ。（手袋・マフラーも取る） 

             ＊職員室に入ったところで用件を話す。 

              「こんにちは（おはようございます）○年□組の▽▽です。△△先生 

              お願いします」 

              「おはようございます。○年□組の学級代表（日直）の▽▽です。 

              出席簿（日直日誌）を取りに来ました。」 

              「☆☆部○年▽組の□□です。体育館の鍵を取りに来ました。」 

             ＊用事が済んだら速やかに退出する。 

  ③言葉遣い     →＊正しい言葉遣いをする。先生や保護者に対しては丁寧な言葉をつかって 

              話し、TPO（時・場所・場合）を考えて敬語をつかう。 

             ＊友達に対しても相手を傷つけるような乱暴な言葉はつかわない。 
 
２ 生活時間・・・「時間にけじめをつける」※５分前行動 
          “ゆとりをもった行動” と “遅れない意識” 
 

   ①登校      →７：５０～８：２０登校（部活動の朝練は７：２０以降） 

            ８：２０（予鈴）自席に着席※先生がいなくてもきちんとできるようにする。 

            ２５（本鈴）に着席していなければ「遅刻」になる。 

              ２０～３０ 朝読書※前を向いてきちんとした姿勢で 

            

＊朝礼（月曜日）は８：２５までにアリーナに自主的に整列する。 

            ※８：２５までに整列していなければ「遅刻」になる。 

＊８：１５以降は職員室へは入れません。日直・学代の朝の活動（ホワイト 

             ボードの連絡事項の記入や担任の先生との連絡など）及び１校時の教科連絡 



            （特別教室の鍵を借りるなど）は、８：１５までに済ませる。 

  ②欠席の連絡   →＊８：１０までにスマート連絡帳で連絡する。（７：３０までは留守電になっ

ているため、つながりません。）できない場合は、電話連絡を行う。 

  ③遅刻            →＊遅刻の場合も欠席同様に確実に連絡する。 

             ※防犯の関係上８：２５以降に登校する場合は、東門の通用門のみを利用 

すること。 

             ＊遅刻して登校した場合は、必ず職員室にいる学年の先生（いない 

             場合は、他学年または副校長先生）に登校した旨を伝え、連絡カー
ドを受け取ってから教室に行き、授業を受ける。 

                       ＊体調不良や怪我の場合は休み時間中に保健室で手当てしてもらうが、授業 

             に遅れたり、休んだりする時は自分で教科担当の先生に連絡する。 

  ④チャイム着席    →＊学校生活の基本は授業です。 

                       ＊休み時間は次の授業の準備のための時間です。一人一人が自覚を持って 

                         行動するとともに、学級代表委員や生活委員、班長、教科係が中心となっ

てみんなで呼びかけよう。 

                       ＊授業が早く終わってもチャイムが鳴るまでは廊下に出ない。先生の指示に 

                         より授業中に教室を移動する場合は私語を慎み、他の授業に迷惑がかからな

いようにする。 

  ⑤給食            → １２：３０～１３：００※休み時間はありません。 

             ＊４校時が終了したら当番以外の生徒は、手洗い・トイレ等を済ませ自席 

             に座りましょう。１２：３５着席を目指す。当番生徒はすぐにワゴンを配膳

室に取りに行き、エプロンをつけてすぐに給食準備を行う。                   

              ＊しっかり食べる。 

            ＊早く食べ終わっても、１３：００までは教室から出ない。 

   ⑥昼休み          → １３：００～１３：２０（予鈴） 

                       ＊校庭で元気に体を動かそう。学年の教室・廊下または校庭で安全に過ごす。 

                       ＊予鈴が鳴ったら、速やかに教室に戻って授業の準備、または教室移動して、 

                         ５校時の授業に遅れない。 

                       ＊翌日の授業の教科担当の先生との連絡は昼休みまでに済ませる。 

   ⑦下校            →《一般下校》１５：５０（６校時） １４：５０（５校時） 

 許可なく、教室や図書室等に残らない。 

            《最終下校》最終下校時刻は学校の門を出る時間です。 

                  放課後に部活動や生徒会・委員会活動などがある場合 18：30。 

                  １１／１～２／２８は冬季期間となるため、18：00。 

                        ※職員連絡会などがある場合は一斉下校し、部活動は再登校して行う。 

   ⑧下校後          →＊下校後は寄り道せずに速やかに帰宅する。帰宅後は標準服を着替えて行動 

                         する。標準服や体育着のままで遊びや買い物に出かけない。 

 
 
３ 服装・頭髪・・・「身なりをきちんとする」 
          “まじめな態度” と “意欲的な姿勢” 
  

本校では、冬服・夏服の着用について下欄のように期間を設定する。儀式的行事や朝礼、集会時など

学校が定めた日については、夏服期間であれば夏の標準服、冬服期間であれば冬の標準服の正装を着用

する。 
 
 
 
 
 
 
 
※５月と１０月のそれぞれ１か月間内は、冬服・夏服どちらを着用しても良い。 
※その年の気象状況によって移行期間が変わる場合があります。 
 
 

【衣替え期間】 
冬服期間・・・ ４／ １～ ４／３０ 

１1／ １～ ３／３１   ５月と１０月が移行期間になります。 

夏服期間・・・ ６／ １～９／３０ 

 



 Aタイプ Bタイプ C タイプ 

 

冬 

 

服 

・灰ブレザー、灰スラックス、ネク

タイ。 

※日常生活においては、ネクタイを

着用しなくてもよい。 

・白ワイシャツ。（飾りのないもの。） 

・靴下は紺、灰色、白、黒の無地。 

※ワンポイントは可。くるぶし丈は

不可。 

※令和４、５，６年度入学生は、お

さがり、リサイクル等の詰襟型標準

服の着用も可（卒業まで着用可） 

・灰ブレザー、灰スカート、リボン。 

※日常生活においては、リボンを着用

しなくてもよい。 

・白ワイシャツ。（飾りのないもの。） 

・靴下は紺、灰色、白、黒の無地。 

※ワンポイントは可。くるぶし丈は不

可。 

 

・灰ブレザー、灰スラックス、リボン（ネク

タイでも可）。 

※日常生活においては、リボン（ネクタイ）

を着用しなくてもよい。 

・白ワイシャツ。（飾りのないもの。） 

・靴下は紺、灰色、白、黒の無地。 

※ワンポイントは可。くるぶし丈は不可。 

・サマーベスト：白（学校指定）※着用しなくてもよい。 

・セーター： 紺（学校指定）※着用しなくてもよい。 

・靴：運動靴（革靴は不可。）※体育の授業に適した紐付きを使用する。 

夏

服 

・ポロシャツ（白・黒・紺） 

・白ワイシャツ 

（青半そでシャツ（学校指定）） 

・灰スラックス（黒スラックス） 

・靴下は紺、灰色、白、黒の無地。 

※ワンポイントは可。くるぶし丈は

不可。 

・ポロシャツ（白・黒・紺） 

・白ワイシャツ 

・セーラー型シャツ（学校指定） 

・灰スカート 

・靴下は紺、灰色、白、黒の無地。 

※ワンポイントは可。くるぶし丈は

不可。 

・ポロシャツ（白・黒・紺） 

・白ワイシャツ 

・セーラー型シャツ（学校指定） 

・灰スラックス（黒スラックス） 

・靴下は紺、灰色、白、黒の無地。 

※ワンポイントは可。くるぶし丈は不可。 

・サマーベスト： 白（学校指定）※着用しなくてもよい。 

・靴： 運動靴（革靴は不可。）※体育の授業に適した紐付きを使用する。 

※登下校時は、紺セーターが一番上になる服装での登下校することは不可。（防寒着の下にもブレザーを着用） 

       夏季で白ワイシャツを着用する場合、下着が透ける場合は白ベストを着用すること。 
 

①標準服          →＊標準服を正しく着用する。流行に影響されて、ズボンをずらして履いたり、 

                         スカートを短くしたりしない。スカートの長さは膝頭が隠れる長さが標準 

                         です。 

                         ※再登校や学校に忘れ物をした場合も私服では校内に入れません。 

  ②ポロシャツ   →＊ポロシャツは、スラックスやスカートにスソを出して着ても良い。ボタンダ 

ウンタイプも可。白・黒・紺色の無地（ワンポイント不可） 

のものを着用すること。第１ボタンは開けても良い。 

   ③バッジ          →＊学ランには、校章をきちんとつける。 

                       ＊校章を紛失した場合は、田中屋、ヤスダにおいて購入する。 

   ④アンダーシャツ  →＊派手でない無地のものを着用する。絵や文字入りの Tシャツは着用しない。 

   ⑤セーター        →＊学校指定のセーターを着用する。 

   ⑥防寒着          →＊派手でない中学生らしいものを着用する。 

                         ただし、室内ではきちんと脱ぎ、マナーを守る。 

＊マフラー・ネックウォーマーは、防寒着の使用規則に準じる。帽子（ニット

帽、キャップ等）、パーカー（布生地の為）は禁止。 

   ⑦靴下            →＊白、紺、灰、黒色の無地でワンポイントまで可。柄が入っているものは 

不可。くるぶしソックスも可（儀式や行事では不可）。 

   ⑧靴              →＊運動靴を履く。（体育の授業で使用できる靴。革靴は不可） 

                       ＊上履きと体育館履きをしっかりと区別し、アリーナ入口で履き替える。 

                         入学式、卒業式は教室で体育館履きに履き替えてから移動する。 

                         ※体育館履きを入れる袋は各自で用意する。 

   ⑨ジャージ登校    →＊体育着（半袖シャツ・ハーフパンツ）の上に学校指定のジャージを着用し  

                        て登校する。ジャージのチャックは、開けていてもよい。 

   ⑩頭髪など        →＊中学生らしく清潔で、健康の面からも前髪が目にかからないようにする。 

                       ＊勉強や運動の時、頭髪を気にして集中できないような状態でないこと。 

                       ＊髪が肩や背中にかかる場合は、ゴムで結ぶ。派手な色のゴム（プラスチック、 

大きな金具類）はつけない。 

                       ＊パーマ、カール、特別なカット、脱色、染色はしない。 

             ※目に余るものについては帰らせて直させる指導を行うこともあります。 

                       ＊整髪料、香水、マニキュア、色つき香つきリップ等化粧品類は使用しない。 

                       ＊ピアス、（磁器）ネックレス、指輪などアクセサリー類は身に付けない。 

 ⑪カバン          →＊通学に適するものを用いる。 



                       ＊落書きをしたり、アクセサリーが華美になったりしないようにする。 

  ⑫ベルト     →＊黒・茶・紺系統のものを使用する。幅の狭いものや特殊な材質のものなど派

手なベルトは着用しない。 

 

４ 環境の整備・美化・・・「そうじをしっかりやる」 

             “きれいな環境” と “きれいな心” 

 

  ①教室・廊下の整備→＊椅子・机の整頓、机の中・ロッカー・棚の上の整頓をする。 

                       ＊机・椅子を大切に使う。掲示物も大切にする。 

   ②トイレ・更衣室  →＊誰もが気持ちよく利用できるように、きれいに使う。おしゃべりや遊びな                         

どの目的で使用しない。 

＊体育での授業の更衣室（体育のある日は、ジャージ登校をしても良い） 

校庭・武道場での授業：男女とも武道場上の各更衣室（体育館２F） 

アリーナでの授業：男女とも各アリーナ更衣室 

            ＊部活動の更衣は、顧問の先生の指示に従う。 

                       ＊トイレや教室は、更衣のために使用しない。 

   ③傘の管理        →＊傘には記名するとともに、必ず持ち帰り、学校には置かない。 

※折りたたみ傘をロッカー等に置くことも不可 

             貸し傘を利用した場合は、翌日に必ず返却すること。 

   ④公共物（ガラスなど）を破損してしまったとき 

                       ＊速やかに事実を先生に報告する。片付けなどの指示を聞き、きちんと処理 

した後、破損届を提出する。故意の場合は弁償してもらうこともあります。 

                       ＊自分でなくても、破損や落書きなど異常があった時は先生に連絡する。 

 
５ その他 

   ①所持品          →＊所持品には必ず記名する。（教科書、上履き、体育館履き、傘など） 

                       ＊学習や学校生活に関係のないものは持ってこない。雑誌、ゲーム、携帯電 

                         話、音楽機器、化粧品、お菓子類などは学校生活に関係のないもの。 

               ※携帯電話などのように学校生活に支障があると判断した物は、学校で 

                 一時預かり、後日、保護者を通して返却する。 

                       ＊学校で集める以外の多額なお金や貴重品は持ってこない。 

                       ＊お金を持って登校した場合は、必ず朝のうちに先生に預ける。 

   ②落とし物        →＊落とし物は、職員室前の落とし物ロッカーに保管してあります。紛失した物

がロッカーにあった時は、担当の先生に申し出てください。取りに来なかっ

た落とし物は学期毎に処分します。 

   ③上履き・体育館ばきを忘れたとき→＊職員室の先生に申し出て、貸し出し名簿に名前を記入し、 

                    上履きを借り、必ずその日の下校時に返却する。 

   ④他学年・他クラス→＊特別な用事（委員会活動など）がない限り、他学年のフロアへは行かない。 

                        また、他のクラスや関係のない施設・特別教室には入らない。 

   ⑤昇降口          →＊防犯のため、昇降口は出入りの後は必ず扉を閉める。登校が終了した後は 

                         内側から施錠します。遅刻の場合は、教員玄関から校内に入る。 

   ⑥自転車通学の禁止→＊学校生活において自転車通学は認められていない。再登校や三者面談時も不 

可。部活動も休日の対外試合などを除いては、徒歩を原則とする。 

   ⑦通学路          →＊登下校にあたっては安全面を第一に考えて、車の多い道、ガードレールや 

                         歩道のない道、街灯のない暗い道、人通りのない道などは避け、できるだ 

                         け安全な道を通るようにする。 

   ⑧他校            →＊市内、市外ともに他校へは、部活動や生徒会活動など公的な目的以外では 

                         訪問しない。部活動の応援は、顧問の先生の許可を必ず得る。 

他校の行事へは行かない。自分が卒業した小学校であっても勝手に校庭で遊 

ぶようなことはしない。用事がある場合は必ず受付または職員室に挨拶し、 

先生の指示に従う。 


